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   公布された規則のあらまし 

○佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則（規則第 26 号） 

１ 現業職給料表の給料月額を改定することとした。（別表第１関係） 

２ その他所要の改正を行うこととした。 

３ この規則は、公布の日から施行し、平成 31 年４月１日から適用することとした。 

○佐賀県手数料条例施行規則の一部を改正する規則（規則第 27 号） 

１ 手数料の減免申請に係る添付書類について定めることとした。（第４条及び様式第１号関係） 

２ 佐賀県手数料条例が改正されたことに伴い、手数料の還付申請について定めることとした。（第５条及び様式第２号関係） 

３ この規則は、公布の日から施行することとした。 

○佐賀県核燃料税条例施行規則の一部を改正する規則（規則第 28 号） 

１ 佐賀県核燃料税条例が改正されたことに伴い、様式中の語句について所要の改正を行うこととした。（様式関係） 

２ この規則は、令和２年４月１日から施行することとした。 

○佐賀県青少年健全育成条例施行規則の一部を改正する規則（規則第 29 号） 

１ 佐賀県青少年健全育成条例が改正されたことに伴い、語句について所要の改正を行うこととした。（第４条の２及び第４条の３関係） 

２ この規則は、令和２年４月１日から施行することとした。 

○佐賀県卸売市場条例施行規則を廃止する規則（規則第 30 号） 

１ 佐賀県卸売市場条例施行規則は、廃止することとした。 

２ この規則は、令和２年６月 21 日から施行することとした。 


